
(注) 東京支店及び大阪支店は証券取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所として

おります。 

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年11月22日 

【事業年度】 第93期(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

【会社名】 株式会社広島銀行 

【英訳名】 The Hiroshima Bank, Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役頭取  髙 橋   正 

【本店の所在の場所】 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 

【電話番号】 広島(082)247局5151番 

【事務連絡者氏名】 総合企画部長  池 田 晃 治 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 
株式会社広島銀行 東京事務所 

【電話番号】 東京(03)3273局0585番 

【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長兼東京事務所長  小 山 幹 夫 

【縦覧に供する場所】 株式会社広島銀行松山支店 

   (松山市南堀端町６番地５) 

  株式会社広島銀行岡山支店 

   (岡山市磨屋町１番３号) 

  株式会社広島銀行東京支店 

   (東京都中央区日本橋一丁目13番１号) 

  株式会社広島銀行大阪支店 

   (大阪市中央区北浜三丁目２番23号) 

  株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

    

    



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成16年６月30日に提出いたしました第93期（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

  

２ 【訂正事項】 

  第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

     (1) 連結財務諸表 

 注記事項 

  (連結貸借対照表関係) 

２ 財務諸表等 

     (1) 財務諸表 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  



第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

(訂正前) 
  

        
  

(訂正後) 
  

  

前連結会計年度
(平成15年３月31日) 

当連結会計年度
(平成16年３月31日) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,238,905百万円であります。これらはす

べて、原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期

に無条件で取消可能なものであります。 

    

(後略) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,499,784百万円であります。これらはす

べて、原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期

に無条件で取消可能なものであります。 

    

(後略) 

前連結会計年度
(平成15年３月31日) 

当連結会計年度
(平成16年３月31日) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,119,784百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件

で取消可能なものが 1,118,254百万円あります。 

    

(後略) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,193,066百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件

で取消可能なものが 1,184,537百万円あります。 

    

(後略) 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

(訂正前) 

  
  

(訂正後) 

前事業年度 
(平成15年３月31日) 

当事業年度
(平成16年３月31日) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,238,905百万円であります。これらはす

べて、原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期

に無条件で取消可能なものであります。 

    

(後略) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,499,784百万円であります。これらはす

べて、原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期

に無条件で取消可能なものであります。 

    

(後略) 

前事業年度 
(平成15年３月31日) 

当事業年度
(平成16年３月31日) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,119,784百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件

で取消可能なものが 1,118,254百万円あります。 

    

(後略) 

  

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行

残高は、1,193,066百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件

で取消可能なものが 1,184,537百万円あります。 

    

(後略) 
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